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  第４編                復旧等                           

 

   第１章              施設の応急復旧                             

 

第１節  基本的事項 

 

１  復旧のための体制・資機材の整備 

市は、所管する施設及び設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うための体制及び資

機材を整備するよう努める。 

 

２  応急復旧の実施 

市は、武力攻撃災害発生後、安全の確保に配慮したうえで、可能な限り速やかに、所

管する施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、被

害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧を行う。 

 

３ 通信手段の確保 

市は、国民保護措置を実施する上で重要な情報通信施設に障害が生じたときには、安

全の確保に配慮したうえで、速やかに応急復旧を行うとともに、必要に応じて、バック

アップ体制を確保する。 

なお、復旧措置を講じても、なお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関と

の連絡を行うものとし、府を通じて総務省にその状況を報告する。 

 

４ 府等に対する支援要請 

自らの要員、資機材などで応急復旧できない場合は、必要に応じ、知事に対し、必要

な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急復旧のために必要な措置の支援を求める。 

なお、他の市町村との間で、あらかじめ相互応援協定等が締結されている場合などは、

その協定等に基づき、応援を要請する。 
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５ 主要施設の応急復旧 

(1) 市は、武力攻撃災害が発生した場合には、市が管理するライフライン施設について、

速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための

措置を講ずる。 

なお、府から依頼があった場合は、市域内における応急復旧等の状況について、情

報提供する。 

(2) 市は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路について、速やかに被

害の状況を把握し、その状況を府に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物

の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講ず

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


